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 制 度 名 

 

  教育訓練給付（一般教育訓練）                         ［ 国 ］ 

 

 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する 教

育訓練を受け、当該教育訓練を修了された方 

 ①雇用保険の被保険者(※１)の方 

   受講開始日において支給要件期間(※２)が３年以上(※３)あること 

 ②雇用保険の被保険者(※１)であった方 

   受講開始日直前の被保険者でなくなった日が受講開始日以前１年以内(※４)

にあり、受講開始日における支給要件期間が３年以上あること 

 

 ※１ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者または短期雇用特例被保 

険者をいいます。 

 ※２ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の適用事業に被保険者 

として雇用された期間をいいます。 

 ※３ 初めて一般教育訓練給付を受ける方は、支給要件期間が１年以上あること

（暫定措置） 

 ※４ 受講実施日において被保険者(※１)でない方のうち、被保険者(※１)資格

を喪失した日以降１年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、けが等の理由に

より、引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合に

は、ハローワークにその旨を申し出ることにより、被保険者(※１)資格を喪

失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間（適用対

象期間）をその受講を開始できない日数（最大19年まで）分、延長すること

ができます。 

 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 概要 

  働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図

ることを目的とする雇用保険の給付制度。 

 

○ 支給額 

  対象教育訓練を受け、修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育

訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20％に相当する額。 

  ただし、20％に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、４千

円を超えない場合は支給されません。 

 

 

 窓   口 

 

 各公共職業安定所（39ページ参照）        29 

 

 備   考 
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 制 度 名 

 

  教育訓練給付（特定一般教育訓練）                       ［ 国 ］ 
 

 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する特定

一般教育訓練を受け、当該教育訓練を修了された方 

（受講開始日の2週間前までに「訓練前キャリアコンサルティング」を受けること

が必要） 

 ①雇用保険の被保険者(※１)の方 

   受講開始日に雇用保険の被保険者(※１)の方のうち、支給要件期間(※２)が

３年以上(※３)あること 

 ②雇用保険の被保険者(※１)であった方 

   被保険者(※１)資格を喪失した日以降、受講開始日までが１年以内(※４)で

あり、かつ支給要件期間が３年以上(※３)あること 
 

 ※１ 被保険者とは、一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険

者をいいます。 

 ※２ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の適用事業に被保険者

として雇用された期間をいいます。 

 ※３ 初めて教育訓練給付を受ける方は、支給要件期間が１年以上あること。（

暫定措置） 

 ※４ 受講実施日において被保険者(※１)でない方のうち、被保険者(※１)資格

を喪失した日以降１年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、けが等の理由

により、引き続き３０日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある

場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、被保険者(※１)

資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期

間（適用対象期間）にその受講を開始できない日数（最大19年まで）を延

長することができます。 
 

 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ 概要 

  働く人の主体的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るこ

とを目的とする雇用保険の給付制度。 
 

○ 支給額 

  対象特定一般教育訓練を修了した場合と修了し、資格を取得して就職した場合

以下により支給されます。 

① 特定一般教育訓練を修了した場合 

    受講者が支払った教育訓練経費×40％に相当する額。４千円を超えない場合は

支給されません。20万円を超える場合は20万円。 

② 特定一般教育訓練の修了後、その訓練に係る資格取得等をし、かつ修了した 

日の翌日から１年以内に一般被保険者として雇用された場合、または一般被保険

者等として雇用されていて、特定一般教育訓練修了日の翌日から起算して1年以

内にその訓練の資格を取得した場合 

  受講者が支払った教育訓練経費×10％に相当する額。5万円を超える場合は5万

円。すでに支給した①の額に追加して支給されます。 
 

 窓   口 

 

 各公共職業安定所（39ページ参照）         

 

 備   考 
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 制 度 名 

 

  教育訓練給付（専門実践教育訓練）                       ［ 国 ］ 
 

 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する 専

門実践教育訓練を受け、当該教育訓練を修了された方 

 （訓練受講開始2週間前までに「訓練前キャリアコンサルティング」を受けるこ

とが必要） 

 ①雇用保険の被保険者(※１)の方 

   受講開始日に雇用保険の被保険者(※１)の方のうち、支給要件期間(※２)が

３年以上(※３)あること 

 ②雇用保険の被保険者(※１)であった方 

   被保険者(※１)資格を喪失した日以降、受講開始日までが１年以内(※４)で

あり、かつ支給要件期間が３年以上(※３)あること 

 ※１ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。 

 ※２ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に雇用保険の適用事業に被保険者

として雇用された期間をいいます。 

 ※３ 初めて専門実践訓練給付を受ける方は、支給要件期間が２年以上あること

。（暫定措置） 

 ※４ 受講実施日において被保険者(※１)でない方のうち、被保険者(※１)資格

を喪失した日以降１年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、けが等の理由

により、引き続き３０日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある

場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、被保険者(※１)

資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期

間（適用対象期間）にその受講を開始できない日数（最大19年まで）を延

長することができます。 
 

 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ 概要 

  働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の

促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度。 

○ 支給額 

  下記①～③により支給されます。 

① 専門実践教育訓練の受講中及び修了した場合 

    受講者が支払った教育訓練経費×50％に相当する額。年間40万円を超える場合

は年間40万円。４千円を超えない場合は支給されません。 

 ②専門実践教育訓練の修了後、資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から１年

以内に一般被保険者として雇用された場合 

  受講者が支払った教育訓練経費×50％70％に相当する額に加え、資格を取得し

て就職した場合、受講者が支払った教育訓練経費×20％に相当する額を追加で支

給。20％に相当する額の上限は年間16万円。 

③ 専門実践教育訓練を修了し、資格取得・就職をして、訓練修了後の賃金が受 

講開始前の賃金と比較して５％以上上昇した場合 

① ②に加え、受講者が支払った受講訓練経費×10％に相当する額を追加で支 

給。10％に相当する額の上限は年間８万円。 
 

 窓   口 

 

 各公共職業安定所（39ページ参照） 

 

 備   考 
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 制 度 名 

 

  訓練手当支給事業                                 ［ 県 ］ 

 

 対 象 者 

 

 

 

  公共職業安定所長の受講指示により、公共職業能力開発施設の行う職業訓練、職

場適応訓練等を受けている一定の要件に該当する求職者で、雇用保険法等による給

付を受けられない者 

 

 内   容 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 手当の額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
手 当 の 種 類 

 
金   額 

 
備   考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基本手当 
 
（日額） 
 
 
 

 
  １ 級 地 

 
  ４，３１０円 

 
岡山市、倉敷市 

 
  ２  級  地 

 
  ３，９３０円 

 
玉野市 

 
  ３  級  地 
 

 
  ３，５３０円 
 

 
1,2級地以外の地域 
及び20歳未満の者 

 
技能習得 
 
手  当 

 
受講手当(日額) 

 
      ５００円 

 
40日分を限度とする 

 
通所手当(月額) 

 
４２，５００円まで 

 
交通費実費 

 
寄宿手当（月額） 

 
１０，７００円 

 
 

   

 

 

○ 支給期間     訓練を受ける期間 

 

○ 主な支給対象者  身体障害のある人、知的障害のある人、 

                     精神障害のある人、母子家庭の母、父子家庭の父、 

                     中国帰国者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 窓   口 

 

 各公共職業安定所（39ページ参照）   29                  

 

 備   考 
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 制 度 名 

 

  求職者支援制度                                ［ 国 ］ 

 
 対 象 者 
 

 

 

 

 

 
 下記の全ての要件を満たす「特定求職者」が対象となります。 
 

 ①ハローワークに求職申込みをしていること。 

 ②雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと。 

 ③労働の意思と能力があること。 

 ④職業訓練等の支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと。 

 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特定求職者の方が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職

業訓練を受講し、以下の支給要件を全て満たす場合、職業訓練受講給付金を支給

します。 

 ①本人収入が月８万円以下。 

 ②世帯全体の収入が月３０万円以下。 

 ③世帯全体の金融資産が３００万円以下。 

 ④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない。 

 ⑤全ての訓練実施日に出席している（やむを得ない理由がある場合でも、支  

給単位期間ごとに、８割以上の出席率がある）。 

 ⑥同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない。 

 ⑦過去３年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けた

ことがない。 

 ⑧過去６年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けたことがない。 

○ 支給額 

  ■職業訓練受講手当 月額 100,000円  

  ■通所手当      職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額 

                        (上限額あり) 

  ■寄宿手当     月額  10,700円 

 ※ 職業訓練受講給付金は、支給単位期間（原則１か月）ごとに支給します。 

※ 支給単位期間における日数が２８日未満の場合は、いずれの手当も支給額を

別途算定します。 

 ※ 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法  

による運賃等の額となります。 

 ※ 寄宿手当は、訓練を受講するために同居の配偶者などと別居して寄宿する場

合で、一定の要件に該当する方へ支給します。 

 

 求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して 求職

活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席（遅刻・欠課・早

退を含む）したり（やむを得ない理由を除く）、ハローワークの就職支援（訓練修

了後の就職支援を含む）を拒否すると、職業訓練受講給付金が不支給となるばかり

でなく、これを繰り返すと、訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等が行われ

ることがあります。 
 

 窓   口 

 

 各公共職業安定所（39ページ参照） 

 

 備   考 
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 制 度 名 

 

  母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業（技能習得資金・修業資金）  

                           ［県・岡山市・倉敷市］ 
 

 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （技能習得資金） 

 ・母子家庭の母（配偶者のない女子で現に児童を扶養している者及びこれに準ず

る者） 

 ・父子家庭の父（配偶者のない男子で現に児童を扶養している者及びこれに準ず

る者） 

 ・寡婦（配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養してい

たことのある者） 

 ・40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者  

 

 （修業資金） 

 ・配偶者のない女子が扶養している児童 

 ・配偶者のない男子が扶養している児童 

 ・父母のない児童 

 ・寡婦が扶養している子 

 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 対象経費 

  ・事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な経費

（授業料、材料費等） 

  ・就業を容易にするために高等学校に修学するのに必要な経費 

 

○ 貸付限度額  月額 68,000円（自動車運転免許取得は限度額 460,000円） 

 

○ 貸付期間   知識技能を習得する期間（最長５年間） 

 

○ 貸付利子    技能習得資金の場合 無利子 

                  (連帯保証人を立てない場合 年1.0%) 

         修業資金の場合   無利子 

 

○ 返還方法等 

   据置期間    知識技能を習得する期間満了後１年間 

   償還期間      技能習得資金の場合  据置期間経過後10年以内～20年以内 

                 修業資金の場合    据置期間経過後３年以内～６年以内 

  返還方法   月賦、半年賦又は年賦 

 

 窓   口 

 

 

 各市、新庄村及び西粟倉村の福祉事務所 

 町村部：各県民局（健康福祉部） 

 

 備   考 
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 制 度 名 

 

 生活福祉資金貸付制度（福祉資金）      ［岡山県社会福祉協議会］ 

 

 対 象 者 

 

 

 

 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する高齢

者が属する世帯に限る）に属し、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するた

めに一時的に必要であると見込まれる者。 

 

内   容 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      経費の種類 

 

貸付条件  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付限度額 

(貸付上限額の目安) 

据置期間 

 

償還期間 

 
○生業を営むために必要
な経費 

 

 

 

○技能習得に必要な経費

及びその期間中の生計を

維持するために必要な経

費 

 

 

 

○就職、技能習得等の 

支度に必要な経費 

 

 

 ○460万円 
 

 

 

 

 ○技能習得期間が 

 6か月程度 130万円 

 1年程度  220万円 

 2年程度  400万円 

 3年程度  580万円 

 

 

 ○50万円 

 

 

 

貸付の日(分割に

よる交付の場合に

は最終貸付日)か

ら６か月以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○20年 
 

 

 

 

 ○８年 

 

 

 

 

 

 

 ○３年 

 

 

 

 

 

○貸付利子 連帯保証人あり 無利子 

            連帯保証人なし 年1.5％（据置期間経過後） 

            ※連帯保証人：原則必要 

 

 

 

 

 

 

 窓   口 

 

 

 市町村社会福祉協議会（37,38ページ参照）、民生委員 

 

 

 備   考 
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制 度 名 岡山県私学振興財団奨学金（専修学校） ［（公財）岡山県私学振興財団］ 

 

 対 象 者 
   

公益財団法人岡山県私学振興財団に加入している学校法人が設置する私立専

修学校に在籍する優れた学生であって、４月１日現在で県内に居住する世帯の

子女であり、経済的理由により修学が困難である者 
 

【学力基準】 

（高等課程） 

○ 第１学年に在学する者 

   中学校最終学年の評定平均値が５段階評価で2.0以上 

○ 第２学年以上に在学する者 

   前学年の学習成績の評定平均値が５段階評価で2.5以上 

（専門課程） 

○ 第１学年に在学する者 

   高等学校又は専修学校高等課程における最終学年の学習成績の評定平均値

が５段階評価で2.5以上 

○ 第２学年以上に在学する者 

   当該学校の前学年の学習成績が、学年のおおむね上位１／２以内 
 

【家計基準】 

  学資の支弁が困難であると認められること。（基準額による。） 

 

 内   容 

 

 

○ 貸与月額 

 （高等課程） 

  自宅通学者 30,000円   自宅外通学者 35,000円 

 （専門課程）  

   自宅通学者 53,000円   自宅外通学者 58,000円 
 

○ 貸与期間 

   原則として、貸付決定年度の当初から最短修業年限の終期まで 
 

○ 貸付利子   無利子 
 

○ 返還方法等 

   据置期間  卒業後１年（上級学校に進学した場合等は返還猶予可） 

   償還期間  貸与月数の５倍の期間内 

  返還方法  半年賦又は年賦 

 

 窓   口  在籍する私立専修学校（財団加入法人が設置した専修学校） 

  公益財団法人 岡山県私学振興財団 

 〒700-0821 岡山市北区中山下１丁目9-1 山陽アルファ中山下ビル７階 

 ℡ 086-224-7481  

 備   考  
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 制 度 名 

 

 

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業（修学資金・就学支度資金）（専修学校等） 

［県・岡山市・倉敷市］ 

 

 対 象 者 

 

 

 

 

 ・配偶者のない女子が扶養している児童 

 ・配偶者のない男子が扶養している児童 

 ・父母のない児童 

 ・寡婦が扶養している子 

 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 対象経費 

 ・修学資金 

   専修学校に修学するために必要な経費（授業料、書籍代、通学費等） 

 ・就学支度資金 

専修学校への入学又は知識技能を習得させる修業施設（各種学校等）への入所に

際し必要な資金（被服、履物等の購入費等） 

 

○ 貸与額                                                      単位：円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

課 程 種 別 
 

 
就学支度資金（限度額） 

 
 

学 年 
 

 
修学資金（月額・限度額） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
自 宅 

 
自宅外 

 
自 宅 

 
自宅外 

 
高等課程 
 
 

 
国公立 

 
 150,000 

 
 160,000 

 
１～３年 

 
  27,000 

 
  34,500 

 
私 立 

 
 410,000 

 
 420,000 

 
１～３年 

 
  45,000 

 
  52,500 

 
専門課程 
 
 

 
国公立 

 
 410,000 

 
 430,000 

 
１、２年 

 
  67,500 

 
  78,000 

 
私 立 

 
 580,000 

 
 590,000 

 
１、２年 

 
  89,000 

 
 126,500 

       

 

○ 貸付利子    無利子 

 

○ 返還方法等 

   据置期間    修学終了後６か月 

   償還期間      修学資金の場合    据置期間経過後３年以内～10年以内 

                 就学支度資金の場合  据置期間経過後５年以内～10年以内 

  返還方法   月賦、半年賦又は年賦 

 

 窓   口 

 

 

 各市、新庄村及び西粟倉村の福祉事務所 

 町村部：各県民局（健康福祉部） 

 

 備   考 
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 制 度 名 

 

  生活福祉資金貸付制度（総合支援資金）     ［岡山県社会福祉協議会］ 

 

 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相

談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行う

ことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯 

ア．低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持

が困難となっていること 

イ．資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること 

ウ．現に住居を有していること又は住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実

に見込まれること 

エ．当協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を

営めることが見込まれ、償還を見込めること 

オ．失業等給付、職業訓練受講給付金のうち職業訓練受講手当、生活保護、年金等の

他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができ

ないこと 

 なお、貸付けに際しては、原則として自立相談支援事業等による支援を受けるとと

もに、当協議会及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意してい

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資金の種類 

 
貸付限度額 

 
据置期間 

 
償還期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援費 

※生活再建までの間に必

要な生活費用 

 

 

・単身世帯    

 月額15万円以内 

・２人以上    

 月額20万円以内 

 

最終貸付日から 

６か月以内 

 

 

 

 

 

 

 

据置期間経過

後、10年以内

で当協議会が

決定する期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅入居費 

※敷金、礼金等住宅の賃

貸契約を結ぶために

必要な費用 

 

40万円以内 

※原則として、当該 

 不動産賃貸契約の

 相手口座へ送金 

 

 

 

貸付日(生活支援

費とあわせて貸

付けている場合

は、生活支援費

の最終貸付日)か

ら６か月以内 

 

 

 

一時生活再建費 

※生活を再建するために

、一時的に必要かつ

日常生活で賄うこと

が困難である費用 

 

60万円以内 

 

 

 

 

    

○ 貸付利子 連帯保証人あり：無利子 

       連帯保証人なし：年1.5％ 

       ※連帯保証人：原則必要 

 

 窓   口 

 

 市町村社会福祉協議会（37,38ページ参照） 

 

 備   考 
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 制 度 名 

 

  生活福祉資金貸付制度（臨時特例つなぎ資金）  ［岡山県社会福祉協議会］ 

 

 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 住居のない離職者で、離職者を支援する公的給付又は公的制度の申請を受理 

されている者 

  なお、貸付けに際しては、原則として自立相談支援事業等による支援を受けると

ともに、当協議会及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意し

ていること 

 

 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公的給付金等の交付を受けるまでの当面の生活費 

 

○ 貸付金額  10万円以内 

 

○ 貸付利子  無利子 

    

○ 償還期間  原則一括 

 

○ 連帯保証人 不要 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 窓   口 

 

 

社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班 

〒700-0807 岡山市北区南方２丁目１３－１ 

TEL 086-226-3544 

 

 備   考 
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 制 度 名 

 

 離職した介護人材の再就職準備資金貸付事業   ［岡山県社会福祉協議会］ 

 

 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県内に住民登録をしている者又は岡山県内に所在する事業所若しくは

施設に介護職員等として就労した者であって、次の全ての要件を満たす者 

（１）即戦力として期待される介護人材として求められる一定の知識及び経 

  験を有する者として認められる次のいずれかに該当する者 

  ① 介護福祉士 

  ② 実務者研修施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得

   した者 

  ③ 介護職員初任者研修、介護職員基礎研修、ホームヘルパー１級課程、

ホームヘルパー２級課程を修了した者 

（２）介護職員等としての実務経験を、１年以上（雇用期間が通算365日以上 

  かつ介護等の業務に従事した期間が180日以上）有する者 

（３）居宅サービス等を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業若し

くは第一号通所事業を実施する事業所に、介護職員等として就労した者若

しくは就労を予定している者 

（４）直近の介護職員等としての離職日から、介護職員等として再就労する日

までの間に、岡山県福祉人材センターに氏名及び住所等の届出又は登録を

行っている者 

  ※岡山県福祉人材センターの求職登録又は「介護の資格届出制度」の届出 

   に限る 

 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 貸 付 額         400,000円以内 ※貸付は、１人当たり１回限り 

 

○ 貸付利子   無利子 

 

○ 連帯保証人  必要 

 

○ 返還免除 

（１）次のいずれかに該当する場合、申請により返還が免除となる。 

  ① 介護職員等として就労した日から、岡山県内において、２年間引き続 

き、介護職員等の業務に従事したとき。 

  ② 介護職員等として従事している期間中に、業務上の事由により死亡、

   又は業務に起因する心身の故障のため介護職員等として継続して従事 

   することができなくなったとき。 

 

○ 返還方法（返還免除要件を満たさなかったとき） 

 ・返還方法  月賦の元金均等払方式 

 ・返還期間  事由が生じた日の属する月の翌月から１２ヶ月以内 

 

 窓   口 

 

 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会（37ページ参照） 

 

 備   考 
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制 度 名 

 

岡山県保育士修学資金貸付制度         ［岡山県社会福祉協議会］ 

 

 

 対 象 者 

 

 以下の要件をいずれも満たす者とする。 

（１）岡山県内の養成施設に在学する者 

（２）養成施設卒業後、岡山県内（県外の所定の国立施設等で従事する場合を
含む。以下同。）の従事先施設等において児童の保護等に従事しようと

する者 

（３）優秀な学生であって、家庭の経済状況等から真に貸付けが必要と認めら

れる者 

 

 

 内   容 

 

○ 貸付期間 
  養成施設に在学する期間（原則として最大２年間まで） 

 

○ 貸付額（下記の金額を上限として貸付） 

（１）修学資金（学費） 月額50,000円 

（２）入学準備金      200,000円（初回送金時に貸付）※原則１年生のみ 

（３）就職準備金      200,000円（卒業時に貸付） 
 

○ 貸付利子   無利子（※返還期限日までに返還しない場合は年3％の延滞
利子を徴収） 

 

○ 定員     １５名程度 
 

○ 連帯保証人  １名必要 
 

○ 返還免除 

  以下のいずれかに該当する場合には、貸付金の返還債務が免除される。 

（１）養成施設を卒業した日から１年以内に保育士登録を行い、岡山県内の従
事先施設等において児童の保護等に従事し、かつ、５年間引き続き当該

業務に従事したとき 
（２）従事先施設等における児童の保護等の業務に従事している期間中に、業

務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために業務

を継続することができなくなったとき 
 

○ 返還 

  返還事由（児童の保護等の業務に従事しなかったとき等）に該当する場合
には、返還事由が生じた日の属する月の翌月から、貸付けを受けた期間の２

倍に相当する期間（就学準備金のみの場合は６か月）以内の期間を基準とし

た返還期間が定められる。 

  月賦による返還は元金均等払方式。 

 

窓   口 

 

岡山県社会福祉協議会（37ページ参照） 

 

備   考 
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制 度 名 岡山県保育士就職準備金貸付制度         ［岡山県社会福祉協議会］ 

 
 対 象 者 

 
 以下の要件をいずれも満たす者とする。ただし、保育士として週20時間以上

の勤務を要する。 

（１）以下に掲げる施設若しくは事業を離職した者、又は当該施設若しくは事

業に勤務経験のない者 

  

 

 

①保育所②幼保連携型認定こども園③家庭的保育事業④小規模保育事

業⑤事業所内保育事業⑥幼稚園 

 

 

  

（２）以下に掲げる施設又は事業（以下「保育所等」という。）に新たに勤務 

   する者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①保育所 

②幼稚園のうち、預かり保育を常時実施している施設 

③幼稚園のうち、認定こども園への移行を予定している施設 
④認定こども園 

⑤家庭的保育事業 

⑥小規模保育事業 
⑦居宅訪問型保育事業 

⑧事業所内保育事業 

⑨病児保育事業であって、知事に開始届出を行ったもの 

⑩一時預かり事業であって、知事に開始届出を行ったもの 
⑪離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

⑫認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策において
 保育を行っている施設 

⑬企業主導型保育事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 内   容 

 

○ 貸付額     400,000円以内 

○ 貸付利子   無利子（※返還期限日までに返還しない場合は年3％の延滞
利子を徴収） 

○ 連帯保証人  １名必要 

○ 就職準備金の使途の例 
 ・保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 

 ・転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料 
 ・保育所等で使用する被服費 

 ・保育所等の勤務に復帰するに当たり研修等を受けた際の研修費用 

 ・保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費 
 ・申請者の子どもが保育所等を利用する際に必要となる費用 

 ・申請者の子どもの預け先を探す際の活動に必要となる費用 
○ 返還免除 

岡山県内の保育所等（※（２）の①～⑬の施設）において保育業務に２年

間引き続き従事した場合、返還の債務が免除になる。 

○ 返還 

  返還事由（児童の保護等の業務に従事しなかったとき等）に該当する場合

には、返還事由が生じた日の属する月の翌月から６か月（返還すべき額が２
０万円を超える場合は１２か月）以内を基準とした返還期間が定められる。 

  月賦による返還は元金均等払方式。 

窓   口 岡山県社会福祉協議会（37ページ参照） 

備   考 
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 制 度 名 

 

 介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度 
   ［岡山県社会福祉協議会］ 

 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以下の要件を全て満たす者 

 （１）実務者研修施設に在学している者 

 （２）実務者研修施設を卒業後に岡山県内において返還免除対象業務（※） 

に従事しようとする者 

 （３）以下のいずれかの要件を満たす者 

   ① 岡山県内に住民登録している者 

   ② 岡山県内の実務者研修施設に在学している者 

   ③ 実務者研修施設の学生となった年度の前年度に岡山県に住民登録して

いた者で、実務者研修施設での修学のため転居した者 

   ④ ①から③に限らず、実務者研修施設を卒業後に岡山県内（県外の一定の

国立施設等を含む）において返還免除対象業務に従事しようとする者で

あると岡山県社会福祉協議会長が認めた者 

  ※返還免除対象業務とは、昭和６３年２月１２日社庶第２９号社会局長・児童

家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受

験資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添１に定める職種若しく

は別添２に定める職種又は当該施設の長の業務のことである。 

   詳細については、岡山県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。 

 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 貸 付 額        200,000円以内 ※貸付は、1人当たり1回限り  

○ 貸付利子   無利子 

○ 連帯保証人  必要 

○ 返還免除 

以下のいずれかに該当する場合、返還が免除となる。 

（１）貸付決定者が実務者研修施設を卒業した日（実務者研修施設を卒業した日

において介護等の業務に従事する期間が３年に達していない場合は「介護等

の業務に従事する期間が３年に達した日」とする）から１年以内に介護福祉

士の登録を行い、岡山県内の社会福祉施設等（県外の一定の国立施設等を含

む）において返還免除対象業務に従事し、かつ、２年間引き続き従事したと

き。 

（２）返還免除対象業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡又は

業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったと

き。 

○ 返還方法（返還免除要件を満たさなかったとき） 

・返還方法 月賦の元金均等払方式 

・返還期間 以下の事由が生じた日の属する月の翌月から、１２か月以内の

期間を基準とする。 

（１）貸付契約が解除されたとき 

（２）実務者研修施設を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行わな

かったとき又は、岡山県内において返還免除対象業務に従事しなかった

とき 

（３）岡山県内において返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき又

は、岡山県内において介護職員等の業務に従事する意思がなくなったと

岡山県社会福祉協議会が判断したとき 

（４）業務外の事由により死亡、又は心身の故障により業務に従事できなくな

ったとき 

 窓   口  社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班 

 〒700-0807 岡山市北区南方２丁目１３－１ 

 ℡ 086-226-3544 

 備   考  
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 制 度 名 

 

 介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金貸付事業 

   ［岡山県社会福祉協議会］ 
 
 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 次の要件をいずれも満たす者 

 （１）介護福祉士養成施設等（介護福祉士修学資金の場合は介護福祉士養成施設、

社会福祉士修学資金の場合は社会福祉士養成施設をいう。以下、同じ。）に

在学する者 

 （２）①から④のいずれかの要件を満たしており、卒業後、岡山県内（県外の一定

の国立施設等で従事する場合を含む。以下、同じ。）において、返還免除対

象業務に従事しようとする者 

   ① 岡山県内に住民登録している者 

   ② 岡山県内の介護福祉士養成施設等に在学する者 

   ③ 介護福祉士養成施設等の学生となった年度の前年度に岡山県内に住民登

録していた者で、介護福祉士養成施設での修学のために転居した者 

   ④ ①から③に限らず、介護福祉士養成施設等を卒業後に岡山県内において返

還免除対象業務に従事しようとする者であると岡山県社会福祉協議会が認

めた者 

 （３）学業成績等が優秀であると認められる方、又は、卒業後、中核的な介護職等

として就労する意欲があり、介護福祉士等（介護福祉士修学資金の場合は介

護福祉士、社会福祉士修学資金の場合は社会福祉士をいう）の資格取得に向

けた向学心があると認められる者 

 （４）家庭の経済状況等から貸付けが必要と認められる者 

 
 
 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 貸 付 額        下記の金額を上限とする 

 （１）修学資金（学費） 月額 ５０,０００円 

 （２）入学準備金      ２００,０００円（初回） 

 （３）就職準備金      ２００,０００円（最終回） 

 （４）国家試験受験対策費用 年度当たり ４０,０００円 

    ※介護福祉士修学資金のみ 

 （５）生活費加算 生活費加算の貸付対象者の要件を満たす者のみ 
 
○ 生活費加算の貸付対象者 下記の要件のいずれかに該当する者 

（１）借入申込日に生活保護受給世帯の世帯員であって、貸付決定に伴い生活

保護受給世帯から分離する者 

（２）借入申込日の属する年度又は前年度において、借入申込者の生計維持者

（※）が次のいずれかの措置を受けている者 

  ①地方税法（昭和25年法律第226号）第295条第1項に基づく市町村民税の非

課税 

  ②地方税法第323条に基づく市町村民税の減免 

  ③国民年金法（昭和34年法律第141号）第89条又は第90条に基づく国民年金

の掛け金の減免 

  ④国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第77条に基づく保険料の減免又

は徴収の猶予 

  ※生計維持者は、原則、父母（どちらかいないときは１名）。父母がいな

い場合は、申込者の生計を実際に支えている人が生計維持者である。 

○ 貸付利子   無利子 
 
○ 連帯保証人  必要 
 
○ 返還免除 

次のいずれかに該当する場合、返還が免除となる。 

（１）介護福祉士養成施設等を卒業した日から１年以内に、介護福祉士等の登録を
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行い、岡山県内において返還免除対象業務に従事し、かつ、５年の間、引き

続きそれらの業務に従事したとき 

（２）返還免除対象業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡又は業

務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき 
 
○ 返還方法（返還免除要件を満たさなかったとき） 

・返還方法 月賦の元金均等払方式 

・返還期間 以下の事由が生じた日の属する月の翌月から、貸付を受けた期間

の２倍に相当する期間以内の期間を基準とする。 

（１）貸付契約が解除されたとき 

（２）介護福祉士養成施設等を卒業した日から１年以内に介護福祉士等として

登録せず、又は岡山県内において返還免除対象業務に従事しなかったとき 

（３）岡山県内において返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき、

又は、岡山県内において返還免除対象業務に従事する意思がなくなったと

岡山県社会福祉協議会が判断したとき 

（４）業務外の事由により死亡、又は心身の故障により業務に従事できなくな

ったとき 
 
 窓   口 

 
 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班 

 〒700-0807 岡山市北区南方２丁目１３－１ 

 ℡ 086-226-3544 
 
 備   考 
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 制 度 名 

 

 介護分野就職支援金貸付事業 
   ［岡山県社会福祉協議会］ 

 
 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 岡山県内に所在する事務所又は施設に就労した者若しくは就労を予定している者

であって、以下の要件をいずれも満たす者 

 （１）介護職員初任者研修以上の研修（介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研

修等）を修了した者 

   ※就職と同時に介護職員初任者研修以上の研修（以下「研修」という）を受講

する場合も貸付対象となる。ただし、研修終了後に研修修了証の提出が必要

。 

    なお、「就職と同時に研修を受講する場合」とは、「介護職員等として就労

する日より前に研修の受講を開始する場合」及び「介護職員等として就労し

た日から１か月以内に受講申込等の研修を受講するための手続きを行い、か

つ、研修の受講期間が決定している場合」をいう。 

 （２）新たに介護職員等として就労した者、若しくは就労を予定している者 

 （３）介護職員等として就労した日までに、岡山県福祉人材センターに氏名及び住

所等の届出又は登録を行った者 

  ※岡山県福祉人材センターの求職登録又は「介護の資格届出制度」の届出に限る 

 （４）過去に介護職員等として就労したことがない者 

  ※過去に介護職員等として就労したことがある者（今回の就労以外に介護 

   職員等として実務経験がある者）は対象外 

  ※離職した介護人材の再就職準備金貸付事業又は障害福祉分野就職支援金 

   貸付事業を利用したことがある者は対象外 
   

 
 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 貸 付 額        200,000円以内 ※貸付は、1人当たり1回限り 
  
○ 貸付利子   無利子 
 
○ 連帯保証人  必要 
 
○ 返還免除 

以下のいずれかに該当する場合、申請により返還が免除となる。 

（１）介護職員等として就労した日から、岡山県内において、２年の間引き続き、

介護職員等の業務に従事したとき 

 （２）介護職員等として従事している期間中に、業務上の事由により死亡、又は業

務に起因する心身の故障のため介護職員等として継続して従事することがで

きなくなったとき 
 

○ 返還方法（返還免除要件を満たさなかったとき） 

・返還方法 月賦の元金均等払方式 

・返還期間 以下の事由が生じた日の属する月の翌月から、１２か月以内の

期間を基準とする。 

（１）貸付契約が解除されたとき 

（２）岡山県内においてに介護職員等の業務に従事する意思がなくなったとき

又は、岡山県内において介護職員等の業務に従事する意思がなくなったと

岡山県社会福祉協議会が判断したとき 

（３）業務外の事由により死亡、又は心身の故障により業務に従事できなくな

ったとき 
 
 窓   口 

 
 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班 

 〒700-0807 岡山市北区南方２丁目１３－１ 

 ℡ 086-226-3544 
 
 備   考 
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 制 度 名 

 

 障害福祉分野就職支援金貸付事業 
   ［岡山県社会福祉協議会］ 

 
 対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
以下の要件をいずれも満たす者 

 （１）岡山県内に住民登録している者又は岡山県内に所在する事業所若しくは施設

に障害福祉職員として就労した者 

 （２）以下のいずれかの研修を修了した者 

   ① 介護職員初任者研修以上の研修（介護職員初任者研修、介護福祉士実務者

研修等） 

   ② 居宅介護職員初任者研修 

   ③ 障害者居宅介護従事者基礎研修 

   ④ 重度訪問介護従業者養成研修（基礎、統合及び行動障害支援いずれかの課

程と応用） 

   ⑤ 同行援護従業者養成研修（基礎及び応用） 

   ⑥ 行動援護従業者養成研修 

    ※就職と同時に上記①～⑥の研修を受講する場合も貸付対象。ただし研修修

了後に研修修了証の提出が必要。 

     なお、「就職と同時に研修を受講する場合」とは、「障害福祉職員として

就労する日より前に研修の受講を開始する場合」及び「障害福祉職員とし

て就労した日から１か月以内に受講申込等の研修を受講するための手続

きを行い、かつ、研修の受講期間が決定している場合」をいう 

 （３）障害福祉職員として就労した者、若しくは就労を予定している者 

   ※過去に障害福祉職員として就労したことがある者（今回の就労以外に障害福

祉職員としての実務経験がある者）は対象外 

   ※離職した介護人材の再就職準備金貸付事業又は介護分野就職支援金貸付事

業を利用したことがある者は対象外 

     
 
 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 貸 付 額        200,000円以内 ※貸付は、1人当たり1回限り 
  
○ 貸付利子   無利子 
 
○ 連帯保証人  必要 
 
○ 返還免除 

以下のいずれかに該当する場合、申請により返還が免除となる。 

（１）障害福祉職員として就労した日から、岡山県内において、２年の間引き続き

、障害福祉職員の業務に従事したとき 

 （２）障害福祉職員として従事している期間中に、業務上の事由により死亡又は業

務に起因する心身の故障のため障害福祉職員として継続して従事することが

できなくなったとき 
 

○ 返還方法（返還免除要件を満たさなかったとき） 

・返還方法 月賦の元金均等払方式 

・返還期間 以下の事由が生じた日の属する月の翌月から、１２か月以内の

期間を基準とする。 

（１）貸付契約が解除されたとき 

（２）岡山県内において障害福祉職員の業務に従事する意思がなくなったとき

又は、岡山県内において障害福祉職員の業務に従事する意思がなくなった

と岡山県社会福祉協議会が判断したとき 

（３）業務外の事由により死亡、又は心身の故障により業務に従事できなくな

ったとき 
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 窓   口 

 
 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班 

 〒700-0807 岡山市北区南方２丁目１３－１ 

 ℡ 086-226-3544 
 
 備   考 
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 制 度 名 

 

 福祉系高校修学資金貸付事業 
   ［岡山県社会福祉協議会］ 

 
 対 象 者 

 

 

 

 

 
以下の要件をいずれも満たす者 

 （１）福祉系高校に在学する者 ※岡山県内の福祉系高校に限る 

 （２）卒業後に岡山県内において介護福祉士として介護職員等（※）の業務に従事

しようとする者 

 （３）介護福祉士資格取得に向けた向学心があると認められる者 
 
※ 「介護職員等」とは、居宅サービス等（介護保険法（平成９年法律第１２３号

）第２３条に規定する居宅サービス等をいう）を提供する事業所若しくは施設

又は第一号訪問事業（同法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第一号

訪問事業をいう）若しくは第一号通所事業（同号ロに規定する第一号通所事業

をいう）を実施する事業所において、介護職員その他主たる業務が介護等（社

会福祉士及び介護福祉士法第２条第２項に規定する介護等をいう）の業務であ

る者をいう。     
 
 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 貸 付 額        以下の金額を上限とする 

 （１）介護実習費      一年度当たり ３０,０００円 

 （２）国家試験受験対策費  一年度当たり ４０,０００円 

 （３）修学準備金             ３０,０００円（入学時） 

 （４）就職準備金            ２００,０００円（卒業時） 
  
○ 貸付利子   無利子 
 
○ 連帯保証人  必要 
 
○ 返還免除 

以下のいずれかに該当する場合、返還が免除となる。 

（１）福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行い、岡山県内

において、介護職員等として従事し、かつ、介護福祉士の登録日と介護職員等

の業務に従事した日のいずれか遅い日の属する月以降、３年の間、引き続き、

これらの業務に従事したとき 

（２）返還免除対象期間中に、業務上の事由により死亡、又は業務に起因する心身

の故障のため介護職員等の業務に継続して従事することができなくなったとき  
 

○ 返還方法（返還免除要件を満たさなかったとき） 

・返還方法 月賦の元金均等払方式 

・返還期間 以下の事由が生じた日の属する月の翌月から、本制度による貸付

けを受けた期間に相当する期間以内の期間を基準とする 

（１）貸付契約が解除されたとき 

（２）福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士として登録しなかっ

たとき 

（３）福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行ったが、

岡山県内において介護職員等の業務に従事しなかったとき 

（４）岡山県内において、介護職員等の業務に従事する意思がなくなったとき 

 （５）業務外の事由により死亡又は心身の故障により業務に従事できなくなっ

たとき 
 

 
 窓   口 

 
 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班 

 〒700-0807 岡山市北区南方２丁目１３－１ 

 ℡ 086-226-3544 
 
 備   考 

 

 

 


